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第７章 歴史的風致形成建造物の指定の方針 

 

１．歴史的風致形成建造物の指定の方針 

（１）歴史的風致形成建造物の指定の方針 

 本町ではこれまで、歴史的建造物について、文化財保護法をはじめとして県

及び町の文化財保護条例に基づく指定を行い保存、活用に取り組んできた。 

 今後、国見町固有の歴史的風致の維持向上を図るために、重点区域内におい

て歴史的風致を形成している建造物のうち歴史的風致の維持向上のために保護

を図る必要があると認められる建造物について、歴史まちづくり法第 12 条第 1 

項の歴史的風致形成建造物に指定することとする。これにより、指定文化財の

保護とともに、指定文化財以外の歴史的建造物の保護を推進する。 

 

（２）歴史的風致形成建造物の指定要件 

歴史的風致形成建造物の指定にあたっては、建造物の所有者との協議の上、

同意を得られた物件を前提とし、また、次に示す「指定対象の要件」及び「指

定基準」を満たす建造物を指定する。 

【指定対象の要件】 

① 文化財保護法第 57 条第１項の規定に基づく登録有形文化財（建造物） 

② 福島県文化財保護条例に基づく指定文化財 

③ 国見町文化財保護条例に基づく指定文化財 

④ そのほか、本町の歴史的風致の維持向上に寄与する建造物で、町長が必要と

認めたもの 

【指定基準】 

① 建造物の形態・意匠または技術上の工夫が優れている建造物 

② 地域の歴史を把握する上で重要な建造物 

③ 歴史的な町並みの構成要素として重要な建造物 
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２．歴史的風致形成建造物の指定候補 

 当該重点区域において、候補となる歴史的風致形成建造物は、以下のとおり

である。 

番号 名称 写真 所在地 
所有

者 
築年 

指定 

区分 

関連する歴

史的風致 

１ 
奥山家 

住宅洋館 

 

藤田 

字北 
個人 

大正 10年

（1921） 

国登録有

形文化財 

（建造物） 

旧奥州街道

藤田宿にお

ける歴史的

風致 

２ 
奥山家 

住宅主屋 

 

藤田 

字北 
個人 

大正 10年

（1921） 

国登録有

形文化財 

（建造物） 

旧奥州街道

藤田宿にお

ける歴史的

風致 

３ 
旧佐藤家

住宅 

 

藤田字

観月台 

国見

町 

江戸時代 

中期 

県重要 

文化財 

（建造物） 

旧奥州街道

藤田宿にお

ける歴史的

風致 

４ 

貝田姥神

沢旧鉄道

レンガ橋 

 

貝田字

寺脇 

国見

町 

明治 20年

（1887） 

町有形 

文化財 

（建造物） 

旧奥州街道

貝田宿にお

ける歴史的

風致 

５ 
松田家住

宅主屋 

 

貝田字

町裏 
個人 

明治 43年

(1910)頃

移築 

(建築は江

戸時代末

頃～明治

前期頃) 

国登録有

形文化財 

（建造物） 

旧奥州街道

貝田宿にお

ける歴史的

風致 
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番号 名称 写真 所在地 
所有

者 
築年 

指定 

区分 

関連する歴

史的風致 

６ 
松田家 

住宅土蔵 

 

貝田字

町裏 
個人 

明治 24年 

(1891) 

国登録有

形文化財 

（建造物） 

旧奥州街道

貝田宿にお

ける歴史的

風致 

７ 

松田家 

住宅表門

及び板塀 

 

貝田字

町裏 
個人 

昭和前期 

より前 

国登録有

形文化財 

（建造物） 

旧奥州街道

貝田宿にお

ける歴史的

風致 

８ 
武田家 

住宅土蔵 

 

藤田字

北 
個人 

慶応元年

（1865） 
 

旧奥州街道

藤田宿にお

ける歴史的

風致 

９ 
武田家 

住宅洋館 

 

藤田字

北 
個人 明治期 

 

 

 

旧奥州街道

藤田宿にお

ける歴史的

風致 

10 
熊谷家 

住宅離 

 

藤田字

南 
個人 

昭和２年

（1927） 
 

旧奥州街道

藤田宿にお

ける歴史的

風致 

11 
宍戸家 

住宅主屋 

 

藤田字

南 
個人 昭和初期  

旧奥州街道

藤田宿にお

ける歴史的

風致 
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番号 名称 写真 所在地 
所有

者 
築年 

指定 

区分 

関連する歴

史的風致 

12 
宍戸家 

住宅石蔵 

 

藤田字南 個人 昭和初期  

旧奥州街道

藤田宿にお

ける歴史的

風致 

13 
旧朝日屋

旅館 

 

藤田字南 個人 
昭和 38

年（1963） 
 

旧奥州街道

藤田宿にお

ける歴史的

風致 

14 
旧八木屋 

石蔵 

 

藤田字南 個人 昭和初期  

旧奥州街道

藤田宿にお

ける歴史的

風致 

15 

松田平治

家住宅味

噌蔵 
 

貝田字 

山ノ神前 
個人 

昭和６年

（1931） 
 

旧奥州街道

貝田宿にお

ける歴史的

風致 

16 

松田平治

家住宅石

蔵 

 

貝田字 

山ノ神前 
個人 

昭和６年

（1931） 
 

旧奥州街道

貝田宿にお

ける歴史的

風致 

17 

佐藤家住

宅(佐野

屋)主屋 

 

貝田字 

山ノ神前 
個人 

大正 15

年（1926） 
 

旧奥州街道

貝田宿にお

ける歴史的

風致 
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番号 名称 写真 所在地 所有者 築年 
指定 

区分 

関連する

歴史的風

致 

18 
伊藤石材 

石蔵 

 

森山字 

中ノ目 
個人 

大正６年

（1917） 
 

石蔵と石

工技術に

みる歴史

的風致 

19 
鹿島神社 

拝殿 

 

藤田字北 
鹿島 

神社 

明治 18 年

（1885） 
 

旧奥州街

道藤田宿

における

歴史的風

致 

20 
三常院 

阿弥陀堂 

 

光明寺字

鹿野 
三常院 

文政２年

（1819） 
 

光明寺集

落の水利

用にかか

わる歴史

的風致 

21 最禅寺 

 

貝田字 

寺脇 
最禅寺 

明和２年

（1765） 
 

旧奥州街

道貝田宿

における

歴史的風

致 
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■歴史的風致形成建造物指定候補位置図  

3

4

8・9

13

14
18

19

20

21

　…歴史的風致形成建造物候補の位置

　　(数字は候補一覧の番号)

5・6・7

15・16

17

11・12
10

1・2
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第８章 歴史的風致形成建造物の管理の指針となるべき事項 

 

１．歴史的風致形成建造物の維持・管理の基本的な考え方 

歴史的風致形成建造物のうち、文化財保護法や福島県及び国見町の文化財保

護条例に基づいて指定等されている建造物は、当該条例に基づき維持管理を行

う。またそれ以外の建造物についても、建造物の特性や価値に基づいて適正に

維持・管理を行う。 

適正な維持・管理は、所有者等による維持・管理を基本とし、歴史まちづく

り法第 15条第１項に基づく歴史的風致形成建造物の増築、改築、移転または除

却に係る町長への届出及び勧告等を活用し、適正な維持・管理を図る。維持・

管理を行う上で修理が必要な場合は、建築様式や改変履歴等の調査・記録を行

った上で、往時の姿に修復・復原することを基本とする。また、歴史的風致の

維持向上のため、歴史的風致形成建造物の積極的な公開・活用を図る。 

 

２．個別の事項 

（１）県及び町指定文化財 

県及び町指定文化財は、県及び町の文化財保護条例に基づく現状変更等の許

可制度による保護を図る。これらの建造物の維持・管理は、建造物の外観及び

内部を対象に、調査に基づく修復・復原を基本とする。文化財の保護のために

必要な防災上の措置を講じる場合は、文化財の価値の担保に支障を与えない範

囲で行うこととする。特に、民間が所有する建造物の修理等は、補助制度等を

活用して所有者等の負担軽減に努めるとともに、関連する審議会や専門の有識

者等による必要な技術的指導を踏まえて実施するものとする。 

 

（２）登録有形文化財 

 登録有形文化財は、文化財保護法に基づき、適切に維持・管理を行う。これ

らの建造物の維持・管理は、建造物の外観を主対象に、調査に基づく修復・復

原を基本とする。また、建造物の内部において歴史的価値の高いものは、所有

者との協議の上、保存に努めることとする。民間が所有する建造物の修理等は、

補助制度等を活用して所有者等の負担軽減に努めるとともに、関連する審議会

や専門の有識者等による必要な技術的指導を踏まえて実施するものとする。 
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（３）そのほか保全の措置が必要な建造物 

歴史的風致形成建造物のうち指定文化財等でない建造物は、計画期間後も建

造物の保護を図るため、登録有形文化財や町指定文化財等として登録・指定す

るよう努めるものとする。これらの建造物の維持・管理は、建造物の外観を主

対象に、現状の維持及び保護を基本とする。民間が所有する建造物の修理等は、

補助制度等を活用して所有者等の負担軽減に努めるとともに、関連する審議会

や専門の有識者等による必要な技術的指導を踏まえて実施するものとする。 

 

３．届出が不要な行為 

歴史まちづくり法第 15 条第１項第１号及び同法施行令第 3 条第 1 号に基づ

く届出が不要な行為については、以下の行為とする。 

① 文化財保護法第 57 条第１項の規定に基づく登録有形文化財について、同法

第 64条第 1項の規定に基づく現状変更の届出を行った場合 

② 福島県文化財保護条例第４条第１項の規定に基づく県指定重要文化財につ

いて、同条例第 11 条第１項の規定に基づく現状変更等の許可申請を行い、

または同条例第９条第１項に基づく修理の届出を行った場合 

③ 国見町文化財保護条例第４条第１項の規定に基づく町指定有形文化財につ

いて、同条例第 13 条第１項の規定に基づく現状変更等の許可申請を行い、

または同条例第 14条に基づく修理の届出を行った場合 
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